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市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託入札について 
 

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 
 
１ 競争入札に付する事項 

別段設計図書のとおり 
 
２ 設計図書(仕様書)等に関する質問 
(1)  方法 

入札参加者は、設計図書（仕様書）等に質問があり、回答を求める場合には、令和２年 10月

８日（木）午後１時（必着）までに、別紙「質問書」様式を学校支援・地域連携課に提出して

ください。提出方法は、Ｅメールによることとします。 

(2)  質問書の提出先 

横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 

Ｅメール：ky-chiikirenkei@city.yokohama.jp 

(3)  回答 

令和２年 10 月 13 日（火）午後 1 時までにホームページ上に掲載します。それ以外の方法に

よる回答は行いません。 

(4)  その他 

入札後、当該設計図書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできま

せん。 

 

３ 入札方法 
(1)  入札及び開札の日時・場所 

発注情報詳細のとおり 

(2)  入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できませ

ん。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再交付できませんので、

取扱いに注意してください。 

(3)  入札方法は、入札参加者が別紙「入札(見積)書」様式を入札時に直接投函して行います。 

(4)  一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、「入札(見積)書」は

二枚用意してください。 

(5) 地方自治法施行令第 167条の２第 1項第 8号の規定により、二回目の入札で落札者がないとき

には、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内で合意した場合に随意契約を行うこと

にします。 
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発注情報詳細（物品・委託等） 

入札方法 入札書の持参による 公募型指名競争入札 

件名 市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託 

納入／履行場所 横浜市内 

納入／履行期間等 契約締結の日から令和３年２月26日まで 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

種目 什器・家具 

所在地区分 市内 

企業規模区分 中小企業 

その他 

次の①から④の入札参加資格を満たす者であること。 
①横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者

でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 
②令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）にお

いて所在地区分が「市内」、規模が「中小企業」であり、種目「033：什器・
家具」の細目Ａ「一般什器、家具、新古品（一般什器）」に登録が認められ
ている者であること。

③入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市
指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。

④当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を有するものであること。

提出書類 ①公募型指名競争入札参加意向申出書（委託用）
②委託業務経歴書

設計図書 ３～12ページ参照 

入札参加申込締切日時 令和２年10月 16日 午後 ５時００分 （郵送または持参による） 

指名・非指名通知日 令和２年10月20日 （普通郵便により発送） 

質疑締切日時 令和２年10月８日 

午後１時００分 
回答期限日時 令和２年10月13日 

午後１時００分（回答内容は
ホームページに掲載）

入札及び開札日時 令和２年10月26日 午後１時00分 

入札及び開札場所 横浜市中区本町６丁目50番地の10 18階みなと４会議室 

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 

注意事項 

発注担当課 
教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 電話 : ０４５－６７１－３２７８ 

 ＦＡＸ： ０４５－６８１－１４１４ 
E-mail: ky-chiikirenkei@city.yokohama.jp

ホームページ：横浜市教育委員会事務局入札情報のページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2020/itaku/kyoiku/

契約事務担当課 教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－３２７８ 
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令和２年度 一般会計 歳出　　第15款8項5目 12節 委託料

種　目　番　号

委託担当  ふ　り　が　な

－ 学校支援・地域連携課 担当者名 平林

電　　話 671-3278

　１　委　　託　　名 市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託

　２　履　行　場　所 横浜市鶴見区元宮1-13-1　市場小学校コミュニティハウス

　３　履行期間  □期間　　令和　年　月　日から　令和　年　月　日まで

　　　又は期限  ■期限　　令和３年２月26日まで

　４　契約区分  ■ 確定契約 □ 概算契約

　５　その他特約事項

　６　現場説明  ■ 不要

 □ 要 （　　月　　日　　時　　 　場所 ）

　７　委託概要 別添仕様書のとおり

 

受付

連絡先

番号

設　　　計　　　書
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　８　部分払

　　□ す　る　（　　　回以内）

　　■ しない

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

委 託 代 金 額 ￥

内　訳 業　務　価　格 ￥

消費税及び地方消費税相当額 ￥

部　分　払　の　基　準

業　務　内　容 履行予定月 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　額
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※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

内訳書

名　　　称 形状寸法等 数　量 単位 単　価　（円） 金　額　（円）

スライディング
ウォール（遮音
タイプ）（900W
パネル７枚プラ
ス片開きパネル
１セット）

6600W*2700H*70D

摘　要

式1

施工費 1 式

1 式

運搬搬出入費 1 式

産廃処理費 1 式

解体工事費

天井ボード復旧
工事費

1 式

諸経費 1 式

計
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市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託 仕様書 

  

市場小学校コミュニティハウス研修室の可動間仕切りが故障しているため、以下の仕様に可動間

仕切の設置及び撤去業務を委託します。 

 

１ 履行場所 

市場小学校コミュニティハウス研修室（横浜市鶴見区元宮１丁目 13番１号） 

 

２ 履行期間 

契約日から令和３年２月 26日まで 

※音の出る作業は原則として「土曜・日曜・祝日」の実施とする。 

※実際の作業日は調整のうえ決定する。 

 

３ 業務内容 

（１） 可動間仕切設置・撤去 

（２） 上記に付随する業務 

 

４ 施工図面 

別添のとおり。なお、位置変更やドアの追加等が必要な場合は協議のうえ決定することとする。 

 

５ 費用負担 

本業務に要する経費は、その作業にかかる光熱水費を除き、すべて受託者の負担とする。 

 

６ 注意事項 

（１） 搬出入を行う場所の建造物等には相当の保護を行うとともに、破損のないよう十分注意をする

こと。養生材を固定する場合は、壁面や床面等に十分注意し、塗装等がはがれ落ちないように注

意すること。 

（２） 搬出・搬入作業終了後には室内及び廊下等の共用部分を点検し、清掃を実施すること。 

（３） 建造物等の破損などの事態が発生したときは、速やかに本市担当者に連絡すること。 

 

７ 作業終了時について 

日々の作業終了時には速やかに後片付け・清掃等を行うこと。ただし、翌日も作業が残されてい

る場合については、本市担当者及びビル管理者の了解を得た上で材料等を残してもよい。 

 

８ 作業計画書の作成・提出について 

（１） 契約決定後、速やかに作業計画書（全体工程及び部分工程）を作成・提出し、スケジュールの

調整を計ること。作成にあたっては、本市担当者や施設管理者と調整すること。 

（２） 作業計画に変更が生じた場合は、速やかに本市担当者に報告し、その指示に従うこと。 
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９ 作業報告書について 

作業の実施状況を写真等に記録し、作業完了後、速やかに報告書を提出すること。 

 

10 損害賠償責任の所在 

本業務の実施にあたり諸物品若しくは建造物に破損、紛失などの損害を与えた場合や職員、従業

員若しくは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその損害の補償・賠償を行うこと。 

 

11 名簿の提出 

受託者は作業日の１週間前までに、作業員の氏名等が記載された作業届を提出すること。 

 

12 作業前準備 

（１）業務がスムーズに行えるよう、必要に応じて本市担当者と打合せを行うこと。 

（２）現場確認を行う場合は、事前に本市担当者と調整すること。 

 

13 その他 

（１） 従事する作業員は、その作業に十分な知識・技術を持つものを配置すること。 

（２） 仕様書に定めのない事項や過不足、疑問点等が発生した場合は、本市担当者と協議すること。 
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市場小学校 
コミュニティハウス

可動間仕切設置場所
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個人情報取扱特記事項 

 

（平成27年10月） 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報（特定個人情報を含む。

以下同じ。）を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認

識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情

報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等（特定個人情報を取り扱わせる

者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に

関する条例を含む。以下同じ。）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、委

託者に通知しなければならない。 

３ 受託者は、第１項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管す

る場所（以下「作業場所」という。）において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対

策を講じなければならない。 

４ 受託者は、委託業務に着手する前に前２項に定める安全対策及び管理責任体制について委

託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、第２項及び第３項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者

が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、

措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協

議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要

かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事

務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人

情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、

フィルム及び電磁的記録（以下「資料等」という。）を複写し、又は複製してはならない。た

だし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りでは

ない。 

（作業場所の外への持出禁止） 

第７条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事

務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等（複写及び複製したものを含む。）について、作業場所の外へ持
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ち出してはならない。 

（再委託の禁止等） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、

第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場

合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、委託者

に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、受

託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項につ

いて、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託者が

この契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせるこ

とを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第９条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が

収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又

は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告及び検査） 

第10条 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の

状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担と

する。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が

これを負担しなければならない。 

 （事故発生時等における報告） 

第11条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお

それがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第12条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに

従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等

に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再

受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び

研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書（様

式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす

ることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報について、

受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成す

ることができないと認められるとき。 
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（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長  

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべ

き事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づ

く罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱

特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４）  
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（様式２）  

（Ａ４） 

 

 年 月 日 

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に

従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対

し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関す

る法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての

研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書

（様式１）（全  枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 
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質 問 書 
 

令 和  年  月  日 
 

横浜市契約事務受任者 
 

住 所  
商号又は名称  
担 当 部 署  
担 当 者 氏 名  
電 話 番 号  

 

契約番号               ― 

契約件名 市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託 
 
上記件名にかかる仕様（設計）書の内容等について、次のとおり質問します。 
項目（ページ数等） 質 問 内 容 

  

（注意）仕様（設計）書の内容等について質問がある場合は、「調達公告」又は「発注情報詳細」

に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、発注担当課へ電子メールで送信

すること（特定調達に係る案件を除く）。 
 なお、送信した場合は送信した旨を発注担当課へ必ず電話で連絡すること。 
  

13



第３号様式（第28条） 

年 月 日 

 

公募型指名競争入札参加意向申出書 
 

横浜市契約事務受任者 

 

業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名 印 

 

 

 
次の指名競争入札に参加を申し込みます。 

公表日  令和２年 10月 １日 

種目名    
 
 

 契約番号 件 名 

１  
     ― 

市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等

業務委託 
２   

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

10   

 
（注意）種目別に提出してください。 

 

※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通 

事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 
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第６号様式（第17条、第22条第３項、第28条第２項） 

年  月  日 

委 託 業 務 経 歴 書 

 

横浜市契約事務受任者 

 

 業者コード 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名               印 

 

 

契約番号    ―         

件名   市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託                     

 ※一般競争入札の場合は、契約番号又は公告番号を記入してください。 

 

上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。 
 

注 文 者 受 注 区 分  件 名 業 務 内 容 
契 約 金 額  

（千円） 

履  行 

期  間 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

 
□ 元請 

□ 下請 
   

から 

まで 

※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、 

 交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 

（注意）１ 案件ごとに提出してください。 

２ 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。 

   なお、注文者は、官公庁・民間を問いません。 

３ 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を（  ）で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、

下請業務について記載してください。 
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入札（見積）書 

 

令和  年  月  日 

 

 横浜市長 

 
                           住    所 

                                   
                             商号又は名称     

                                   

                             代表者職氏名                    ㊞ 
 

 

 

 次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札 

（見積）いたします。 

 

 

金  額 

   億 千 百 十 万 千 百 十 円   

 

 

件  名  市場小学校コミュニティハウス可動間仕切設置等業務委託 

       

 

（注意） 

入札書又は見積書には、消費税法第９条第１項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見 
積った契約希望価格の 110分の 100に相当する金額を記載すること。 
なお、落札者決定に当たっては、入札書又は見積書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額 

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額）をもって落札価格と 
する。 

 

 
１ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、
交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。 

２ 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平成 20 年
３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に
属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成 20年３月交通局規程第 11号）第２条の規定により読み替
えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。 
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